雇　用　契　約　書

　株式会社TOYODATA　　（以下　｢甲｣　という）　と　　　　　　　　　（以下　｢乙｣　という）　は以下の条件に基づき雇用契約　（以下　｢本契約｣　という）　を締結する。

	1　雇用形態
	正社員

	2　業務内容
	顧客から受注した開発業務。

	3　雇用期間
	令和　05　年　07月　01　日 ～　無期

	4　就業場所
	本社内　　及び　　甲が指定した場所

	5　服務規律
	乙は契約期間中、甲の定める諸規則および業務上の指示、命令に従い、常に業務の率向上を図り、誠実に業務を行うものとする。

	6　就業時間
	午前 9時00分 から 午後 18時00分 まで　　　休憩時間　12時～13時とする

但し業務の都合上　就業時間・休憩時間を変更する場合がある。

	7　休　　　日
	土・日曜日及び祝祭日、年末年始、夏期休暇

但し、業務の都合により上記休日を変更させ就業する場合がある。

	8　給　　　料


	基本給（月額）　：　\220,000　円 交通手当支給、社会保険加入
其の他手当   ：　なし

(所定労働時間賃金262,500円、時間外労働賃金（20時間）37,500円)
１　賃金の計算は、毎月の1日より月末迄を1ヵ月として計算し、翌月の２５日に支払う。賃金は、乙の指定口座に振り込みする。但し、支払日が休日の場合は、その翌営業日とする。

２　作業が1ヵ月に満たない場合は、日割りで計算を行なうものとする。

３　開発業務を実施するにあたり、顧客との間で特別な取り決めがある場合は、甲乙相談の上、決定する。

	9　試用期間
	試用期間は令和　05　年　07 月　01　日 ～　令和　05　年　09　月　30　日

	10　休日・休暇・休憩
	就業規則の規定に準ずる。但し、甲は、業務上の必要がある時は、乙に対し、休日・休暇・休憩時間の変更を命じることができる。

	11　契約の解除
	１　乙が下記の事項のいずれかに該当した場合、甲は本契約を解除できる：
　(1)　作業規律又は当社の就業規則に厳重に違反した場合
(2)　故意に作業を遂行せず、甲に重大な損失をもたらした場合
(3)　会社の機密を漏洩し、甲に重大な損失をもたらした場合
(4)　日本国の法律に違反し、刑事責任を追及された場合
(5)　職務を利用し、私利私欲の為の行為を行った場合
(6)　その他前各号に準じる行為を行った場合

	12　その他
	本契約期間内に発生した問題は、甲乙双方は誠意を以って協議の上解決するものとする。

	13　特約事項
	本契約は　労働基準法その他の法律を基準として解釈する。

本契約に　規定されていない事項は、すべて適用する就業規則による。


以上の合意を証するため本契約書を２通作成し、甲乙の両当事者記名　（又は署名）　捺印の上、各々1通を保有する。

令和　05　年　06　月　13　日

	（甲）
所在地 東京都品川区東五反田1-7-11
会社名　株式会社TOYODATA
代表取締役　丁　偉
	（乙）
住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名
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